
浜田市の給与・定員管理等について

１　総括

⑴ 人件費の状況（普通会計決算）

(参考)

(28年1月1日) Ａ Ｂ Ｂ／Ａ

人 千円 千円 千円 ％ ％

⑵ 職員給与費の状況（普通会計決算）

Ａ 計 Ｂ

人 千円 千円 千円 千円 千円 千円

(注) 1 職員手当には退職手当を含まない。
　　 2 職員数は、平成27年4月1日現在の人数である。
　　 3 給与費については、任期付短時間勤務職員（再任用職員（短時間勤務））の給与費が含まれて

おり、職員数には当該職員を含んでいない。

⑶ ラスパイレス指数の状況（各年4月1日現在）

(注) 1 ラスパイレス指数とは、全国地方公共団体の一般行政職の給料月額を同一の基準で比較するため、国の職員
数（構成）を用いて、学歴や経験年数の差による影響を補正し、国の行政職俸給表（一）適用職員の俸給月
額を100として計算した指数。

　　 2 類似団体平均とは、人口規模、産業構造が類似している団体のラスパイレス指数を単純平均したものである。
　　 3 平成25年は、国家公務員の時限的な（２年間）給与決定・臨時特例法による給与減額措置がないとした場合

の値である。

※ 平成28年4月1日のラスパイレス指数が、①３年前に比べ１ポイント以上上昇している場合、②３年連続で上
昇している場合、③100を超えている場合については、その理由及び改善の見込み

該当なし
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⑷ 給与制度の総合的見直しの実施状況について

【概要】国の給与制度の総合的見直しにおいては、俸給表の水準の平均２％の引下げ及び地域手当の支給割合の見直

 し等に取り組むとされている。

　① 給料表の見直し

　[　実施　]

(給料表の改定実施時期) 平成27年４月１日

(内容) 　一般行政職の給料表について、国の見直し内容を踏まえ、平均2％引下げ。若年層にかかる1級の全号
給及び2級の初任給に係る号給については引下げは行わない。3級以上の級の高位の号給について、最大
で4％程度の引下げを実施。激変緩和のため、3年間（平成30年3月31日まで）の経過措置（現給保障）
を実施。
　他の給料表については、一般行政職との均衡を踏まえて見直しを実施。

　② 地域手当の見直し

実施内容（国基準における場合の支給割合及び浜田市の支給割合）

(支給割合)国基準0％に対し、浜田市においても0％を支給。 
※浜田市は、施行日以前においても地域手当の支給割合は0％であり、改正はなし。

(実施時期)平成27年４月１日より実施。

(参考)

 国基準による支給割合 0 ％ 0 ％ 0 ％ 0 ％

 浜田市の支給割合 0 ％ 0 ％ 0 ％ 0 ％

　③ その他の見直し

　管理職員特別勤務手当及び単身赴任手当について、国と同様に見直しを実施。（平成27年４月１日実施）

⑸ 特記事項

該当なし

２　職員の平均給与月額、初任給等の状況

⑴ 職員の平均年齢、平均給料月額及び平均給与月額の状況（平成28年4月1日現在）

　① 一般行政職

歳 円 円 円

歳 円 円 円

歳 円 円

歳 円 円 円

　② 技能労務職

歳 人 円 円 円

歳 人 円 円 円

歳 人 円 円 円

歳 人 円 円 円

歳 人 円 円 円

歳 人 円 円

歳 人 円 円 円362,464 384,993327,544 類似団体 50.0 29

うち用務員 55.3 20 376,310 366,385 382,429

島根県 － － －

うち自動車運転手 49.3 4 370,450 346,700 

－

465,544

－

うち清掃職員 48.8 8 351,075 

浜田市 52.9 32 369,269 357,706 

341,513 

387,529

361,270

平成28年度

島根県 44.0 332,883 409,760 358,981 

358,378 

区分 平均年齢 人数
平均給与月額

(国比較ベース)

国 43.6 －

類似団体 41.4 311,635 393,991 

331,816 410,984 

平均給料月額 平均給与月額

浜田市 44.3 330,198 384,146 353,691 

区分 平均年齢 平均給料月額 平均給与月額
平均給与月額

(国比較ベース)

平成26年度

　－287,447 

平成27年度の支給割合

329,358 国 50.4 2,876

の支給割合 4月1日時点 遡及改定後 の支給割合



　③ 教育職（小中学校 (幼稚園)）

歳 円 円

歳 円 円

歳 円 円

(注) 1 「平均給料月額」とは、平成28年4月1日現在における各職種ごとの職員の基本給の平均である。
　　 2 「平均給与月額」とは、給料月額と毎月支払われる扶養手当、地域手当、住居手当、時間外勤務手当などの

すべての諸手当の額を合計したものであり、地方公務員給与実態調査において明らかにされているものであ
る。
　また、「平均給与月額（国比較ベース）」は、比較のため、国家公務員と同じベース（＝時間外勤務手当
等を除いたもの）で算出している。

　　 3 個人情報保護の観点から、対象となる職員数が2人以下の場合は、当該箇所を「アスタリスク(*)」としてい
る。

⑵ 職員の初任給の状況（平成28年4月1日現在）

円 円 円

円 円 円

円

⑶ 職員の経験年数別・学齢別平均給料月額の状況（平成28年4月1日現在）

円 円 円 円

円 円 円 円

円 円 円 円

(注) 当該階層の職員が3人以下の場合は、近似の階層を含めた平均額である。なお、近似の階層にも該当がない
場合は－印で示している。

経験年数35年

411,929

392,400

368,540－

176,700

144,600

経験年数20年

341,911

304,033

島根県

高校卒

－

経験年数25年

379,948

342,089

319,500

145,525

区分 浜田市

一般行政職
大学卒 166,100

国

技能労務職

技能労務職 高校卒

区分

一般行政職

区分 平均年齢 平均給料月額 平均給与月額

浜田市 43.3 312,030 322,450 

354,823 

382,746 島根県 46.1 

177,830

高校卒 144,600

大学卒

高校卒

経験年数10年

247,567

231,875

－－142,000

426,043 

類似団体 40.3 309,846 



３　一般行政職の級別職員数等の状況

⑴ 一般行政職の級別職員数及び給料表の状況（平成28年4月1日現在）

主事、技師

主事、技師

主任主事、主任技師

係長、専門企画員、専門技術員、主任主事、主任技師

係長、専門企画員、専門技術員

課長、室長

部長、支所長

(注) 1 浜田市の給与条例に基づく給料表の級区分による職員数である。
　　 2 標準的な職務内容とは、それぞれの級に該当する代表的な職務である。

(注) 平成18年度に9級制から7級制に変更している。（旧給料表の1級及び2級並びに4級及び5級をそれぞれ
統合）

⑵ 昇給への勤務成績の反映状況

 ア　人事評価を実施した

標準に加え、上位及び下位の区分も適用

標準に加え、上位の区分も適用

標準に加え、下位の区分も適用

標準の区分のみ適用

 イ　人事評価を実施していない 〇 〇

〇〇

管理職員 一般職員 特定管理職員 一般職員

浜田市 国平成28年4月2日から平成29年4月1日
までにおける適用

〇 〇

15人 3.4%

12.6%

14.7%

26.2%

33.7%

409,000円

391,800円

379,800円

248,800円

303,000円

246,100円

最高号給の
給料月額

286,200円

317,000円

構成比

18人

23人

146人

114人

64人

55人

職員数
１号給の
給料月額

140,100円

190,200円

226,400円

259,900円

5.3%

4.1%1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

区分 標準的な職務内容

361,300円 443,700円

1級 4.1% 1級 6.0% 1級 5.3%
2級 5.3%

2級 7.6%
2級

10.5%

3級

33.7%

3級

33.1%

3級

33.0%

4級

26.2%

4級

23.0%
4級

17.6%

5級

14.7%

5級

14.9%
5級

18.7%

6級

12.6%

6級

12.2%

6級

12.0%

7級 3.4% 7級 3.2% 7級 2.9%
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４　職員の手当の状況

⑴ 期末手当・勤務手当

1人当たり平均支給額（平成27年度） 1人当たり平均支給額（平成27年度）

千円 千円

（平成27年度支給割合） （平成27年度支給割合） （平成27年度支給割合）

期末手当 勤勉手当 期末手当 勤勉手当 期末手当 勤勉手当

月分 月分 月分 月分 月分 月分

月分 月分 月分 月分 月分 月分

（加算措置の状況） （加算措置の状況） （加算措置の状況）

・役職加算  5％～15％ ・役職加算  5％～20％ ・役職加算  5％～20％

・管理職加算 15％～25％ ・管理職加算 10％～25％

(注) (　)内は、再任用職員に係る支給割合である。

〇勤勉手当への勤務成績の反映状況

 ア　人事評価を実施した

標準に加え、上位及び下位の成績率も適用

標準に加え、上位の成績率も適用

標準に加え、下位の成績率も適用

標準の成績率のみ適用

 イ　人事評価を実施していない

⑵ 退職手当（平成28年4月1日現在）

（支給率） 自己都合 勧奨・定年 （支給率） 自己都合 応募認定・定年 

勤続20年 月分 月分 勤続20年 月分 月分

勤続25年 月分 月分 勤続25年 月分 月分

勤続35年 月分 月分 勤続35年 月分 月分

最高限度額 月分 月分 最高限度額 月分 月分

その他の加算措置 早期退職優遇措置45歳～ その他の加算措置

定年前早期退職特例措置（割増率2～20％） 定年前早期退職特例措置（割増率2～45％）

早期退職優遇制度（割増率15～30％）

1人当たり平均支給額

千円 千円

(注) 退職手当の1人当たり平均支給額は、平成27年度に退職した職員に支給された平均額である。

⑶ 地域手当（平成28年4月1日現在）

支給実績（平成27年度決算) 千円

支給職員１人当たり平均支給年額（平成27年度決算) 円

％ 人 ％

　広島県広島市 ％ 人 ％

％ 人 ％

 地域手当補正後ラスパイレス指数

 （ラスパイレス指数） ( )

(注) 　地域手当補正後ラスパイレス指数とは、地域手当を加味した地域における国家公務員と地方公務員の

〇 〇

〇 〇

平成28年度中における運用
浜田市 国

管理職員 一般職員 特定管理職員 一般職員

〇 〇

浜　　田　　市

20.445

29.145

職制上の段階、職務の級等による加算措置

国

20.445 25.55625

34.5825

16 

1.60 

職制上の段階、職務の級等による加算措置 職制上の段階、職務の級等による加算措置

(1.35) (0.80) (1.25) (0.80)

2.55 1.60 2.40 1.50 

20 1 20 　東京都（特別区）

浜　田　市 島　根　県 国

－
1,485 1,537 

10 

支給対象地域 支給率 支給対象職員数

10 

29.145

(1.45) (0.70)

2.60 

49.59

3 16 

49.59

803

97.3

97.3

49.59

国の制度（支給率）

49.59

49.59

3 

41.325

21,145

49.59

5,189 

741,331 

25.55625

34.5825

41.325

　医師



　　給与水準を比較するため、地域手当の支給率を用いて補正したラスパイレス指数。
　（補正前のラスパイレス指数×（１＋当該団体の地域手当支給率）／（１＋国の指定基準に基づく地域
手当支給率）により算出。）



⑷ 特殊勤務手当（平成28年4月1日現在）

支給実績（平成27年度決算) 千円

支給職員１人当たり平均支給年額（平成27年度決算) 円

職員全体に占める手当支給職員の割合（平成27年度) ％

手当の種類（手当数）

左記職員に対する支給単価

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

⑸ 時間外勤務手当

支給実績（平成27年度決算) 千円

職員1人当たり平均支給年額（平成27年度決算) 千円

支給実績（平成26年度決算) 千円

職員1人当たり平均支給年額（平成26年度決算) 千円

(注) 1 時間外勤務手当には、休日勤務手当を含む。
　 　2 職員１人当たり平均支給額を算出する際の職員数は、「支給実績（平成27年度決算）」と同じ年度の４月

１日現在の総職員数（管理職員等制度上時間外勤務手当の支給対象とはならない職員を除く。）であり、
短時間勤務職員を含む。

千円

犬・猫等死体
処理手当

危険物取扱手当

107

犬・猫等死体収集

その資格を有しなけれ
ば従事することができ
ない業務に従事した場
合

医師

消防出勤手当

－

－

－

－

7

62

74

2,464

4,800

防疫作業等に従事した
職員

支給実績

(平成27年度決算)

主な支給対象職員手当の名称

強制執行

防疫作業等

火葬

死体処理

主な支給対象業務

強制執行手当

防疫作業等
従事手当

火葬場業務従事
手当

死体処理手当

強制執行を行った職員

死体の火葬に従事した
職員

死体の処理に従事した
職員

ごみ処理施設又はし尿
処理施設に勤務する職
員

犬・猫等の死体収集作
業に従事した職員

法令等の定める資格を
有する職員

放射線取扱手当

163,531 

280 

148,450 

253 

診療所に勤務する職員
（医師を除く。）

消防職員

医師手当

火災、救急及び救助業
務等災害に出動したと
き

診療所での勤務

放射線業務に従事する
とき

1日につき230円

1回につき200円
救急救命士は1回100円を加算

月額20万円の範囲内

1回につき70円

1日につき300円
危険作業に従事した場
合

危険作業従事手当

行旅死亡人1回3,000円

その他1回1,500円

1体につき200円

7,514

55,652

1日につき500円

1体につき3,500円

1件当たり500円

20.3

10



⑹ その他の手当（平成28年4月1日現在）

課長級以上の職員に支給 俸給の特別

部長級 66,400円 調整額
主管課長級 54,000円
課長級 41,600円  　 ～
診療所の所長及び医療専門監

51,400円

医療職に限り413,300円の範囲内 千円 円

(1) 配偶者 13,000円
(2) 次に該当する扶養親族

・満22歳に達する日以後の最初の3月
　31日までの間にある子及び孫
・満60歳以上の父母及び祖父母
・満22歳に達する日以後の最初の3月
　31日までの間にある弟妹
・重度心身障害者
①配偶者以外の扶養親族

1人につき 6,500円
②配偶者がない場合1人に限り

11,000円
※ 扶養親族である子のうち、満15歳に

達する日以後最初の年度から満22歳
に達する年度末まで

1人につき5,000円を加算
(1) 自ら居住するため住宅(貸間を含む)

を借り受け、月額12,000円を超える
家賃を支払っている職員

家賃月額 23,000円以下
家賃－12,000円

家賃月額 23,000円超
(支給限度額27,000円)

(家賃－23,000円)×1/2
＋11,000円

(2) 単身赴任手当受給職員で、配偶者が
居住するための住宅を借り受け、月
額12,000円を超える家賃を支払って
いる職員

(1)の算出額×1/2
(100円未満の端数切捨て)

片道2㎞以上の職員に支給
(1) 交通用具使用者

通勤手当一覧表に定める額
1,400円～29,500円/月

(2) 公共交通機関使用者
定期券又は回数乗車券当の価額
最高支給限度額 55,000円/月

異動又は公署の移転の直前の住居から
異動又は公署の移転の直後に在勤する
公署に通勤することが通勤距離等を考
慮して困難であると認められ、単身で
生活している者

30,000円/月
※ 100㎞以上は距離に応じた加算有り

正規の勤務時間として午後10時から翌
日の午前5時までの間に勤務した全時間
に対し支給

勤務1時間当たりの給与額×25/100
×勤務時間数

宿日直勤務 1回につき 4,200円
（5時間未満の場合は1/2）

※医療職 1回につき20,000円
（5時間未満の場合は1/2）

災害への対処その他の臨時又は緊急の
必要等により勤務した管理職員に支給
週休日又は休日に勤務した場合
　部長・主管課長級　6,000円
　課長級　　　　　　4,000円
　※実働時間が6時間を超える場合 

部長・主管課長級 9,000円
課長級　　　　　 6,000円

円
管理職員
特別勤務手当

異なる
支給区分
及び支給
額

126 千円 9,391

宿日直手当 同じ 178 千円

管理職手当 46,611 千円

44,600 円

円

夜間勤務手当 異なる

勤務1時間
当たりの
給料額の
算出方法

16,202 千円 157,306 円

通勤手当 異なる
交通用具
の使用距
離区分

41,183 千円 82,801

単身赴任手当 同じ 1,704 千円 340,800 円

円

住居手当 同じ 34,981 千円 261,057 円

初任給調整手当 同じ 13,174 4,391,200

扶養手当 同じ 83,575 千円 215,398

575,447 円
異なる (46,300円

139,300円)

支給実績 支給職員1人当たり
手当名 内容及び支給単価 との異同 異なる内容 (平成27年度決算) 平均支給年額

国の制度 国の制度と

(平成27年度決算)



平日の午前0時から午前5時までの間に
勤務した場合
　部長・主管課長級　6,000円
　課長級　　　　　　4,000円

　1日につき　3,970円～6,620円

　1日につき　3,970円～6,620円

　1日につき　3,970円～6,620円

５ 特別職の報酬等の状況（平成28年4月1日現在）

円 円 ／ 円

( 円)

円 円 ／ 円

( 円)

円 円 ／ 円

円 円 ／ 円

円 円 ／ 円

（平成27年度支給割合） 月分

（平成27年度支給割合） 月分

（算定方式） （1期の手当額） （支給時期）

在職期間1年につき給料月額×450/100 万円 任期毎に支給

在職期間1年につき給料月額×270/100 万円 任期毎に支給

1　給料の（　）内は、減額措置前の額である。

2　退職手当の「１期の手当額」は、4月1日現在の給料月額及び支給率に基づき、1期（4年＝48月）勤めた
　場合における退職手当の見込額である。

６　職員数の状況

⑴ 部門別職員数の状況と主な増減理由

(各年4月1日現在)

区　分

部　門

事務の統廃合

欠員不補充

欠員不補充

業務量の増による増員

業務量の増による増員

事務の統廃合

＜参考＞
　人口1万人当たり職員数　 人
　（類似団体の人口1万人当たりの職員数 人）

用務員の嘱託化等による減員

450,000

380,000

350,000

860,000

810,000

新型インフルエンザ等緊急事態措置の実
施のため国又は他の公共団体等から派遣
された職員に支給

同じ －　 千円 －　 円

円

新型インフル
エンザ等緊急
事態派遣手当

591,000 266,000 

報
酬

議 長 737,000 360,000 

副 議 長 653,000 294,000 

議 員

副 市 長 375,000 

副 市 長

－　 円

円
管理職員
特別勤務手当

異なる
支給区分
及び支給
額

126 千円 9,391

災害派遣手当 同じ －　 千円 －　

武力攻撃災害
等派遣手当

武力攻撃事態等に至った際、国民保護の
ための措置実施のため国又は他の公共団
体等から派遣された職員に支給

同じ －　 千円

普
通
会
計
部
門

76.68
47.60

教育部門 69 66 ▲3

一
般
会
計
部
門

議　会 6 6 0

総　務 141 135 ▲6

土　木 64 63 ▲1

小　計 438 435 ▲3

農林水産 40 40 0

商　工 32 38 6

衛　生 43 45 2

労　働 3 3 0

税　務 36 35 ▲1

民　生 73 70 ▲3

職員数 対前年
増減数

主な増減理由
(平成27年) (平成28年)

3.0

議 員

退
職
手
当

市 長 1,548.0 

備 考

期
末
手
当

市 長

副 市 長 3.0

議 長

副 議 長

(注)

副 市 長 766.8 

区　　　分 給　　料　　月　　額　　等

給
料

（参考）類似団体における最高／最低額

市 長 1,061,000 440,000 

885,000 

710,000

670,000

災害応急対策又は災害復旧のため国又は
他の地方公共団体等から派遣された職員
に支給



業務量の増による増員

＜参考＞
　人口1万人当たり職員数　 人
　（類似団体の人口1万人当たりの職員数 人）

＜参考＞

] ] ] 　人口1万人当たり職員数 人

(注) 1 職員数は一般職に属する職員数である。
　　 2 [　]内は、条例定数の合計である。

合　　　計
686 682 ▲4

[ 831 [ 841 [ 10 120.22

61.53

公
営
企
業
等

 
 
会
計
部
門

病　院 9 9 0

水　道 24 24

普
通
会
計
部
門

0

下水道 10 10 0

その他 24 24 0

小　計 67 67 0

消防部門 112 114 2

小　　計 619 615 ▲4 108.41



⑵ 年齢別職員構成の状況（平成28年4月1日現在）

人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人

(注) 5年前の構成比は、平成23年4月1日現在の構成比です。

⑶ 職員数の推移

年度

部門 率

(注) 各年における定員管理調査において報告した部門別職員数。

▲7.2% ▲4 ▲53増　減 － ▲16 ▲11 ▲17 ▲5

▲3 0 ▲6

総合計
職員数 735 719 708 691 686 682

▲7.1% ▲4 ▲47

公営企業
等

会計計

職員数 73 70 73 70 67

増　減 － ▲13 ▲14 ▲14 ▲2

▲8.2% 

67

増　減 － ▲3 3 ▲3

▲1 1 2 2

普通会計
計

職員数 662 649 635 621 619 615

▲4.0% 

▲32.0% ▲3 ▲31

消　　防
職員数 112 112 112 111 112

増　減 － ▲3 ▲11 ▲10 ▲4

1.8% 

114

増　減 － 0 0

教　　育
職員数 97 94 83 73 69 66

増減数

一般行政
職員数 453 443 440 437 438 435

増　減 － ▲10 ▲3 ▲3 1 ▲3 ▲18

2 682

平成23年 平成24年 平成25年 平成26年 平成27年 平成28年 過去5年間の

64 100 124 67 80 99
職員数

3 14 32 29 68

59歳 以上

～ 計～ ～ ～

35歳 39歳 43歳

～ ～ ～

47歳 51歳 55歳
区　分 ～ ～ ～

未満 23歳 27歳 31歳

20歳 20歳 24歳 28歳 32歳 36歳 40歳 44歳 48歳 52歳 56歳 60歳

0.0%

2.0%

4.0%

6.0%

8.0%

10.0%

12.0%

14.0%

16.0%

18.0%

20.0%
構成比 5年前の構成比



７　公営企業職員の状況

⑴ 上水道事業

 ① 職員給与費の状況

ア 決算

(参考)

Ａ Ｂ Ｂ／Ａ

千円 千円 千円 ％ ％

(注) 資本勘定支弁職員に係る職員給与費 千円を含まない。

Ａ 計 Ｂ

人 千円 千円 千円 千円 千円 千円

(注) 1  職員手当には退職給与金を含まない。
　　 2  職員数は、平成28年3月31日現在の人数である。

 ② 職員の基本給、平均月収額及び平均年齢の状況（平成28年4月1日現在）

歳 円 円

(注) 平均月収額には、期末・勤勉手当等を含む。

 ③ 職員の手当の状況

ア 期末手当・勤勉手当

1人当たり平均支給額（平成27年度） 1人当たり平均支給額（平成27年度）

千円 千円

（平成27年度支給割合） （平成27年度支給割合）

期末手当 勤勉手当 期末手当 勤勉手当

月分 月分 月分 月分

月分 月分 月分 月分

（加算措置の状況） （加算措置の状況）

　職制上の段階、職務の級等による加算措置 　職制上の段階、職務の級等による加算措置

・役職加算 5％～15％ ・役職加算 5％～15％

(注) (　)内は、再任用職員に係る支給割合です。

イ 退職手当（平成28年4月1日現在）

（支給率） 自己都合 勧奨・定年 （支給率） 自己都合 勧奨・定年

勤続20年 月分 月分 勤続20年 月分 月分

勤続25年 月分 月分 勤続25年 月分 月分

勤続35年 月分 月分 勤続35年 月分 月分

最高限度額 月分 月分 最高限度額 月分 月分

その他の加算措置 早期退職優遇措置45歳～ その他の加算措置 早期退職優遇措置45歳～

定年前早期退職特例措置（割増率2～20％） 定年前早期退職特例措置（割増率2～20％）

早期退職優遇制度（割増率15～30％） 早期退職優遇制度（割増率15～30％）

1人当たり平均支給額 1人当たり平均支給額

千円 千円 千円 千円

(注) 退職手当の1人当たり平均支給額は、退職者数が少ないため公表しない。

ウ 地域手当（平成28年4月1日現在）
※ 在勤地域に対する地域手当に関しては、該当なし。

浜　　田　　市 浜　田　市　（一般行政職）

1,516 1,485 

2.55 1.60 2.55 1.60 

浜田市 46.7 350,840 

(0.80)

514,404 

浜　　　　田　　　　市 浜　　田　　市　（一般行政職）

(1.35) (0.80) (1.35)

－ － 803 21,145

49.59 49.59

20.445 20.445

29.145 29.145

49.59 49.59

34.5825

49.59 49.59

25.55625 25.55625

34.5825

41.325 41.325

6,429 6,190

区分 平均年齢 基本給 平均月収額

27年度
19 78,063 15,290 28,806 122,159

区分 職員数 給 与 費 一人当たり (参考)市町村
平均一人当た

り給与費給　　料 職員手当 期末・勤勉手当 給与費 Ｂ／Ａ

実質収支 職員給与費比率 26年度の総費用に占
める職員給与費比率

27年度
1,008,156 26,018 156,298 15.5 14.1

区分 総費用 純損失又は 職員給与費 総費用に占める

20,558



エ 特殊勤務手当（平成28年4月1日現在）

支給実績（平成27年度決算) 千円

支給職員１人当たり平均支給年額（平成27年度決算) 円

職員全体に占める手当支給職員の割合（平成27年度) ％

手当の種類（手当数）

左記職員に対する支給単価

千円

千円

オ 時間外勤務手当

支給実績（平成27年度決算) 千円

職員1人当たり平均支給年額（平成27年度決算) 千円

支給実績（平成26年度決算) 千円

職員1人当たり平均支給年額（平成26年度決算) 千円

(注) 1 時間外勤務手当には、休日勤務手当を含む。
　 　2 職員１人当たり平均支給額を算出する際の職員数は、「支給実績（平成27年度決算）」と同じ年度の４月

１日現在の総職員数（管理職員等制度上時間外勤務手当の支給対象とはならない職員を除く。）であり、
短時間勤務職員を含む。

カ その他の手当（平成28年4月1日現在）

課長級以上の職員に支給

部長級 66,400円
主管課長級 54,000円
課長級 41,600円

(1) 配偶者 13,000円
(2) 次に該当する扶養親族

・満22歳に達する日以後の最初の3月
　31日までの間にある子及び孫
・満60歳以上の父母及び祖父母
・満22歳に達する日以後の最初の3月
　31日までの間にある弟妹
・重度心身障害者
①配偶者以外の扶養親族

1人につき 6,500円
②配偶者がない場合1人に限り

11,000円
※ 扶養親族である子のうち、満15歳に

達する日以後最初の年度から満22歳
に達する年度末まで

1人につき5,000円を加算
(1) 自ら居住するため住宅(貸間を含む。)

を借り受け、月額12,000円を超える
家賃を支払っている職員

家賃月額 23,000円以下
家賃－12,000円

家賃月額 23,000円超
(支給限度額27,000円)

(家賃－23,000円)×1/2
＋11,000円

(2) 単身赴任手当受給職員で、配偶者が
居住するための住宅を借り受け、月
額12,000円を超える家賃を支払って
いる職員

(1)の算出額×1/2
(100円未満の端数切捨て)

緊急出動手当
一般行政職
水道技術職(工務係、
水源係、計画係)

突発的な事故等に対応
するため、時間外又は
休日に勤務を命ぜられ
当該業務に従事したと
き

7 1回につき200円

手当の名称 主な支給対象職員 主な支給対象業務 支給実績

4,651

274

一般行政 一般行政職

円

扶養手当 同じ

住居手当 同じ 2,214 千円 316,285

支給実績 支給職員1人当たり
手当名 内容及び支給単価 職の制度 の制度と異 (27年度決算) 平均支給年額

8,292

488

2,400 千円 184,615 円

との異同 なる内容 (27年度決算)

管理職手当 1,296 千円 648,000 円同じ

2

23

22,530

1日につき 70円

(平成27年度決算)

危険物取扱手当 水道技術職（水源係）
危険物の取扱業務に従
事したとき

16

5.3



片道2㎞以上の職員に支給
(1) 交通用具使用者

通勤手当一覧表に定める額
1,400円～29,500円/月

(2) 公共交通機関使用者
定期券又は回数乗車券当の価額
最高支給限度額 55,000円/月

災害への対処その他の臨時又は緊急の
必要等により勤務した管理職員に支給
週休日又は休日に勤務した場合
　部長・主管課長級　6,000円
　課長級　　　　　　4,000円
　※実働時間が6時間を超える場合 

部長・主管課長級 9,000円
課長級　　　　　 6,000円

平日の午前0時から午前5時までの間に
勤務した場合
　部長・主管課長級　6,000円
　課長級　　　　　　4,000円

⑵ 工業用水道事業

工業用水道事業については、該当する職員数が少ないため公表なし。
制度等は、上水道事業職員と同様。

円通勤手当 同じ 1,065 千円 70,984

管理職員
特別勤務手当

異なる
支給区分
及び支給
額

0 千円 0 円


